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北九州市公告第６６１号

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。

  平成２９年９月１９日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 売り払う物件

（１） 所在地 北九州市門司区太刀浦海岸７０番１ほか３筆及び工作物

（２） 地目 雑種地

（３） 実測面積 ２万３，０５１．７０平方メートル

（４） 最低売却価格 ６億２，５８９万７，２４７円

２ 契約条項を示す場所及び期間

（１） 場所

北九州市門司区西海岸一丁目２番７号

北九州市港湾空港局港営部港営課

 （２） 期間

   この公告の日（以下「公告日」という。）から平成２９年９月２２日ま

での毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで

３ 入札の要領及び参加申請書を交付する場所及び期間

（１） 場所

北九州市門司区西海岸一丁目２番７号

北九州市港湾空港局港営部港営課

 （２） 期間

   公告日から平成２９年９月２２日までの毎日午前８時３０分から午後５

時１５分まで

４ 入札の参加申請を受け付ける場所及び期間

（１） 場所

北九州市門司区西海岸一丁目２番７号

北九州市港湾空港局港営部港営課

  （２） 期間

    平成２９年９月２５日の午前９時から午後５時まで

５ 入札及び開札の日時及び場所

 （１） 入札日時 平成２９年９月２６日 午前１０時

 （２） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。

 （３） 入札及び開札の場所
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北九州市門司区西海岸一丁目２番７号

北九州市港湾空港局門司庁舎３階 第２会議室

６ 入札に参加することができる者の資格

 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

 （１） 北九州市が行う市有地売払いに関し、下記の事実があった後２年を

経過していない者

  ア 入札を取り消されたことがある者

  イ 落札者として資核を取り消されたことがある者

  ウ 申込みを取り消されたことがある者

  エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者

 （２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項及び契約規則第２条の規定に該当する者

 （３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）のほか、次に掲げる者

ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し

ようとする者

イ 法第２条第６号に規定する暴力団員 ( 以下「暴力団員」という。 ) 又
は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

ウ 次のいずれかに該当する者

（ア） 法人でその役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営

に実質的に関与している者

（イ） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者

（ウ） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者

（エ） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者

（オ） 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用して

いる者

エ 前記アからウまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする

者

７ 入札保証金

 （１） ５万円
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 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。

８ 入札の無効

  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

９ 入札の中止

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、市は補償の責めを負わない。

１０ 先着順売り払いについて

  売り払い物件について入札者がないとき、再度入札に付し落札者がないと

き、又は落札者が契約を締結しないときは、先着順により申請を受け付け売

り払う。

 （１） 受付及び申請書を交付する場所

北九州市門司区西海岸一丁目２番７号

北九州市港湾空港局港営部港営課

 （２） 受付開始

   平成２９年９月２６日の午前１１時から

 （３） 買受資格

   入札に参加することができる者の資格と同じ

１１ 契約の締結

この入札に係る契約は、北九州市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年北九州市条例第８１号）第３条の規定

により北九州市議会（以下「市議会」という。）の議決に付さなければなら

ない不動産の売払いであるため、落札の決定後、仮契約書により仮契約を締

結し、本契約は市議会の可決の日をもって成立するものとする。この入札の

落札者は、落札決定の日から本市が指定する日までに、仮契約を締結しなけ

ればならない。

なお、市議会で否決された場合は、本契約を締結しない。この場合、本市

は本契約が成立しないことによる補償は行わない。

１２ 入札に関する問合せ先

北九州市門司区西海岸一丁目２番７号

北九州市港湾空港局港営部港営課

電話 ０９３－３２１－５９５１
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北九州市公告第６６２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  平成２９年９月１９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市小倉南区蜷田若園三丁目７

３９番２５、７３９番３３から７３

９番３６まで、７４０番３のうち、

７４３番１、７４３番３から７４３

番３８まで及び７４５番２のうち 

北九州市小倉北区明和町９番１号

株式会社海王 

代表取締役 竹下弘実 

5



北九州市公告第６６３号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により、次のと

おり公告する。

平成２９年９月１９日

                    北九州市長 北 橋 健 治

（掲示により別紙省略）
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北九州市公告第６６４号

 保留地を次のとおり公開抽選により売り払うので、公告する。

  平成２９年９月１９日

                   北九州市長 北 橋 健 治  

１ 売り払う物件

別表のとおり

２ 公開抽選の申込書等の配布場所等

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市建築都市局整備部区画整理課

電話 ０９３－５８２－２４６９

（２） 期間 この公告の日から平成２９年１０月２３日まで（日曜日、土

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日を除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分までの間

３ 公開抽選の申込書の受付場所等

（１） 場所 第２項第１号の場所と同じ

（２） 期間 平成２９年１０月１３日から同月２３日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時まで及び午後１時から午後

３時までの間

（３） 方法 申込書の提出は、持参によるものとする。

４ 公開抽選の場所等

 （１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市役所本庁舎１５階 １５Ｃ会議室

（２） 日時 平成２９年１１月２８日から同月３０日までの間で個別に通

知する日時に行う。

５ 公開抽選に参加することができる者の資格

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号）第２条の規

定を準用するものとする。

（２） 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）

イ 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの（公の秩序又は 

善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをい

う。）の用に供しようとする者
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ウ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者

  エ 法人でその役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表す

る者で役員以外のものをいう。）が暴力団員であるもの又は暴力団員が

その経営に実質的に関与しているもの

オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 

害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者

カ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与 

するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関

与している者

キ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用して 

いる者

ケ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

コ 前記アからケまでのいずれかに掲げる者の依頼を受けて公開抽選に

参加しようとする者

（３）北九州市土地区画整理事業保留地処分規則（平成６年北九州市規則第

３１号）第４条第２項の規定により公募分譲の手引きにおいて定める抽

選申込等の資格を有する者

６ 土地利用の条件

公募分譲の手引きに示された土地利用の条件を遵守すること。

７ 抽選申込金の納付、返還及び充当

 （１） 納付

抽選申込希望者は、申込みの際、抽選申込金として、１０万円を市に納

付しなければならない。

 （２） 返還

抽選申込金は、次に掲げる区分の定めるところにより返還する。ただし

、当選者が契約を締結しないときは、抽選申込金は返還しない。

ア 抽選申込有資格決定者（イに掲げる者を除く。） 

抽選の日から２週間以内

イ 当選者

契約を締結したとき。

ウ 抽選申込みについて不適格と決定された者

その決定後２週間以内

（３） 充当
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当選者の抽選申込金は、契約保証金に充当することができる。      

８ 契約の締結

当選者は公開抽選結果の通知を受けた日の翌日から起算して１０日以内に

、北九州市（以下「市」という。）と保留地売買契約を締結しなければなら

ない。

９ 契約保証金の納付、返還及び充当

 （１） 納付

当選者は、契約締結の際、契約保証金として売買代金の１００分の５以

上に相当する金額を市に納付しなければならない。

（２） 返還

契約保証金は、売買代金完納後返還する。ただし、契約者が契約を履行

しないときは、契約保証金は返還しない。

（３） 充当

   契約保証金は、売買代金に充当することができる。

１０ 公開抽選の無効

次の各号のいずれかに該当する場合は、抽選は、無効とする。

（１） この公告に示した公開抽選に参加することができる資格のない者が

抽選に参加し、当選したとき。

（２） 前号に掲げる場合のほか、抽選に際し不正の行為があったとき。

１１ 公開抽選の中止

（１） 特別の事情がある場合は、抽選を中止し、延期し、又は取り消すこ

とがある。

（２） 前号の場合において、抽選者及び抽選に加わろうとする者が、損失

を受けても、市は、補償の責を負わない。

１２ 先着順売払いについて

  売払い物件について抽選申込者がないとき又は当選者（繰上げ当選者を含

む。）が契約を締結しないときは、平成２９年１２月２０日の午前１０時か

ら先着順に申請を受け付け、随意契約により売り払う。

１３ その他

（１） 手続において使用する言語及び通貨

ア 言語 日本語

イ 通貨 日本国通貨

（２） 申込みの無効に関する事項

次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、申込みは無効とする。

ア 著しく信義に反する行為があった場合
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イ 申込受付期間を過ぎて書類が提出された場合

ウ 書類に虚偽の記載があった場合

エ その他公募分譲の手引き等に違反すると認められた場合

（３） 詳細は、公募分譲の手引き等による。

（４） この公告に係る保留地の売払いを担当する部局の名称及び所在地等

北九州市建築都市局整備部区画整理課

北九州市小倉北区城内１番１号

電話 ０９３－５８２－２４６９

別表

 宅地

番号 保留地番号

（所在）

地 積

（㎡）

価 格

（円）

１ 保留地第９２－１号（若

松区大字小敷１４５街区

１－１）

２３０．６７ １１，６４８，８３５

２ 保留地第９２－２号（若

松区大字小敷１４５街区

１－２）

２３０．７４ １１，４２１，６３０

３ 保留地第９２－３号（若

松区大字小敷１４５街区

１－３）

２３０．６７ １１，４１８，１６５

４ 保留地第９３－１号（若

松区大字小敷１４５街区

３－１）

２４１．５５ １１，８６０，１０５

５ 保留地第９３－２号（若

松区大字小敷１４５街区

３－２）

２４１．６２ １１，８６３，５４２

６ 保留地第１２１号（若松

区大字塩屋１２８街区１

）

２５４．５０ １４，５３１，９５０

７ 保留地第１２２－１号（

若松区大字塩屋１２９街

区１）

２７０．９５ １４，７３９，６８０
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８ 保留地第１２２－２号（

若松区大字塩屋１２９街

区２）

２５０．９１ １３，５２４，０４９

９ 保留地第１２２－３号（

若松区大字塩屋１２９街

区３）

２５２．１０ １３，４６２，１４０

１０ 保留地第１２２－４号（

若松区大字塩屋１２９街

区４）

２５３．６３ １３，２６４，８４９

１１ 保留地第１２２－５号（

若松区大字塩屋１２９街

区５）

２５２．７６ １３，２１９，３４８

１２ 保留地第１２２－６号（

若松区大字塩屋１２９街

区６）

２５３．１９ １３，３６８，４３２

１３ 保留地第１２２－７号（

若松区大字塩屋、一部若

松区大字小敷１２９街区

７）

２５３．３９ １３，３７８，９９２

１４ 保留地第１２２－８号（

若松区大字小敷、一部若

松区大字塩屋１２９街区

８）

２９０．６８ １５，６３８，５８４

１５ 保留地第１２２－９号（

若松区大字小敷１２９街

区９）

２７９．１６ １４，８７９，２２８

１６ 保留地第１２２－１０号

（若松区大字小敷、一部

若松区大字塩屋１２９街

区１０）

２４３．６１ １２，４９７，１９３
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１７ 保留地第１２２－１１号

（若松区大字塩屋、一部

若松区大字小敷１２９街

区１１）

２４３．０３ １２，４６７，４３９

１８ 保留地第１２２－１２号

（若松区大字塩屋１２９

街区１２）

２４３．４６ １２，４８９，４９８

１９ 保留地第１２２－１３号

（若松区大字塩屋１２９

街区１３）

２４３．７３ １２，６２５，２１４

２０ 保留地第１２２－１４号

（若松区大字塩屋１２９

街区１４）

２４４．３４ １２，７７８，９８２

２１ 保留地第１２２－１５号

（若松区大字塩屋１２９

街区１５）

２４５．４１ １２，８３４，９４３

２２ 保留地第１２２－１６号

（若松区大字塩屋１２９

街区１６）

２７２．３３ １４，６５１，３５４

２３ 保留地第１２６－１号（

若松区大字塩屋１３４街

区４－１）

２４４．４３ １３，８３４，７３８

２４ 保留地第１２６－２号（

若松区大字塩屋１３４街

区４－２）

２４３．２０ １３，７６５，１２０

２５ 保留地第１２７号（若松

区大字小敷、一部若松区

大字塩屋１３７街区１）

３２０．７５ １６，９０３，５２５

２６ 保留地第１２８－１号（

若松区大字塩屋、一部若

松区大字小敷１３７街区

６－１）

２２４．６２ １１，５００，５４４
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２７ 保留地第１２８－２号（

若松区大字塩屋、一部若

松区大字小敷１３７街区

６－２）

２２７．８９ １１，６６７，９６８

２８ 保留地第１２８－３号（

若松区大字塩屋、一部若

松区大字小敷１３７街区

６－３）

２３２．６７ １１，９１２，７０４

２９ 保留地第１２８－４号（

若松区大字塩屋１３７街

区６－４）

２４３．７０ １２，８４２，９９０

３０ 保留地第１２８－５号（

若松区大字塩屋、一部若

松区大字小敷１３７街区

６－５）

２６７．３９ １４，２５１，８８７

３１ 保留地第１２８－６号（

若松区大字小敷、一部若

松区大字塩屋１３７街区

６－６）

２４８．５８ １３，０００，７３４

３２ 保留地第１２８－７号（

若松区大字小敷１３７街

区６－７）

２４３．４１ １２，７３０，３４３

３３ 保留地第１２８－８号（

若松区大字小敷１３７街

区６－８）

２３５．３５ １２，３０８，８０５

３４ 保留地第１２９－１号（

若松区大字小敷１３８街

区２－１）

２１７．４７ １１，０２５，７２９

３５ 保留地第１２９－２号（

若松区大字小敷１３８街

区２－２）

２２４．１２ １１，３６２，８８４
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３６ 保留地第１２９－３号（

若松区大字小敷１３８街

区２－３）

２２７．７１ １１，４３１，０４２

３７ 保留地第１２９－４号（

若松区大字小敷１３８街

区２－４）

２３４．４１ １２，００１，７９２

３８ 保留地第１２９－５号（

若松区大字小敷１３８街

区２－５）

２２９．５１ １１，７５０，９１２

３９ 保留地第１２９－６号（

若松区大字小敷１３８街

区２－６）

２２５．０３ １１，５２１，５３６

４０ 保留地第１３０－１号（

若松区大字小敷１３９街

区４－１）

２３６．８３ １２，３８６，２０９

４１ 保留地第１３０－２号（

若松区大字小敷１３９街

区４－２）

２３６．８４ １２，３８６，７３２

４２ 保留地第１３０－３号（

若松区大字小敷１３９街

区４－３）

２３５．１２ １２，３９０，８２４

４３ 保留地第１３４号（若松

区大字小敷１４４街区３

）

２９９．３８ １３，９２１，１７０

４４ 保留地第１３５－１号（

若松区大字小敷１４７街

区２－１）

２７１．３２ １２，７２４，９０８
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４５ 保留地第１３５－２号（

若松区大字小敷１４７街

区２－２）

２７１．３２ １２，７２４，９０８

４６ 保留地第１３５－３号（

若松区大字小敷１４７街

区２－３）

２７１．３２ １２，７２４，９０８
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北九州市公告第６６５号

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２０条第１項の規定により

、北九州市町上津役土地区画整理事業の事業計画について次のとおり公衆の縦

覧に供する。

なお、当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する

物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者は、

当該事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算し

て２週間を経過する日までに北九州市長に意見書を提出することができる。た

だし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

平成２９年９月１９日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 縦覧期間及び縦覧時間

  平成２９年９月２０日から同年１０月３日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで

２ 縦覧場所

  北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市建築都市局整備部区画整理課

３ 意見書の提出要領

  当該事業計画についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を、平成

２９年１０月１７日までに上記縦覧場所に到着するように提出すること。
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北九州市公告第６６７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第 1 項の規定により北九州広域都市計画を変更するので、同法第

２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により次のとおり公

告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。

  平成２９年９月１９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  特別用途地区 

２ 都市計画の変更に係る名称及び土地の区域 

名  称 区     域 

特別用途地区スポーツ・レクリエ

ーション地区（桃園地区） 

八幡東区桃園三丁目の全部並びに桃

園二丁目及び桃園四丁目の各一部 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市建築都市局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

 平成２９年９月１９日から同年１０月３日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、上記縦覧場所に平成２９年１０月３日ま

でに到着するように提出すること。 
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北九州市公告第６６８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第 1 項の規定により北九州広域都市計画を変更するので、同法第

２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により次のとおり公

告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。

  平成２９年９月１９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  臨港地区 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

  区 区域 

門司区 旧門司二丁目の一部 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市建築都市局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

 平成２９年９月１９日から同年１０月３日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、上記縦覧場所に平成２９年１０月３日ま

でに到着するように提出すること。 

条 例
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